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現 場 説 明 書

静岡県立こども病院

説明日時・会場 現場説明会は行いません。

工事名 令和７年度静岡県立こども病院西館ナースコール更新工事

工事場所 静岡市葵区漆山 地内

工期 令和８年８月 24 日（月）限り

関連工事
令和７年度西館無停電電源装置及び直流電源装置更新工事

令和７年度静岡県立こども病院ハイブリッドオペ室改修工事

工事概要

既設ナースコール（西館 １～６階）の撤去・構築・調整

各階ナースコールと院内ＰＨＳとの連動の構築・調整他

電子カルテ及び生体モニターへの連携接続

上記にかかる工事一式

現場作業の

着手

契約締結後速やかに、実施工程、現場組織、安全管理及び仮設計画等を含めた総

合施工計画書を工事監理業務担当職員（以下「委託監督員」という。）へ提出後、

承諾を得たのち着手すること。

契約前の

提出書類

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の対象となる場合は、入札後、契約書作

成までの間に契約担当者に提出すること。

契約
契約書の締結は落札決定日から７日以内とする。なお、契約に必要な契約書２部

（発注者用及び受注者用）については、受注者の負担とする。

契約後の

提出書類

受注者は、契約締結後所定の期日以内に次の書類を作成し、監督員を通じてそれぞれに提

出すること。

１ 工程表 （２部 10 日以内）

２ 主任技術者等届出書 （２部 10 日以内）

３ 請負代金内訳書 （２部 10 日以内）

４ 工事カルテ受領書(CORINS)の写し（１部 10 日以内）

５ 建設業退職金共済制度等の掛金納入書（１部 30 日以内）

建設業退職金共済制度等の証紙購入時に金融機関が発行する発注者用「掛金納入書」

６ 火災保険その他損害保険加入届出書（１部加入後直ちに）

工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等を火災保険その他の保険に付し、その

証券を遅滞なく提示すること。（保険期間は工期＋14 日程度）

７ 図面（Ａ３判二ツ折り製本）５部を監督員に提出すること。

現場着手

について

契約日から現場着手までの間は、打合せ、施工図の作成、材料発注等の期間とする。

また、契約日から現場着手までの期間は技術者を本工事に専任で配置する必要はないが、

発注者が指定する期日までには専任するものとする。
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下請関係

本工事は、静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱（以下「要綱」と

いう。）を準用するものとし、受注者はその内容を遵守すること。

施工体制台帳は、施工体制台帳、再下請通知書及び施工体系図よりなるものとし、次のと

おり整備及び提出すること。

１ 施工体制台帳（様式は要綱第２号に示すもの、又はこれに準拠するもの）

受注者が、その建設工事の一部を他の建設業者に請負わせて施工する場合に作成するこ

と。

２ 再下請通知書(様式は要綱第３号に示すもの、又はこれに準拠するもの)

下請契約における受注者が、その請負った建設工事の一部を更に他の建設業者に請負わせ

て施工させる場合に作成すること。

下請契約が数次にわたる場合は、順次上位の請負人を経由して受注者へ提出させるこ

と。

３ 施工体系図（様式は要綱第４号に示すもの、又はこれに準拠するもの）

受注者が下請契約台帳及び再下請契約届出書に基づき作成するとともに工事関係者が

見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

４ 提出の方法

二次以下の下請契約についても請負代金を明示した下請契約書の写しを添付すること。

工事工程

月報

工事工程月報は、全景を含めた施工状況写真を添付し、月末における工事の進捗

状況を翌月の10日までに発注者及び委託監督員（以下「発注者等」という。）にそ

れぞれ１部提出すること。

支払関係

１ 前払金

地方独立行政法人静岡県立病院機構建設工事請負契約約款（以下、「約款」という。）及

び特に定めた契約条件（以下、「条件」という。）による。

２ 部分払

約款及び条件による。

３ 完成払

約款及び条件による。

４ 支払の時期

約款及び条件による。

５ 年度ごとの支払限度額

令和７年度の支払限度額は、0円とする。

変更契約

１ 変更契約は、その必要が生じた都度、書面をもって協議し、締結する。

また、軽微な変更事項は、工事完了までに、まとめて変更契約を行うこととする。

２ 受注者は、設計変更事項について、その都度、変更内容を整理すること。

３ 提出書類

変更契約に必要な変更契約書２部（発注者・受注者）については、受注者の負担とする。

完成時の

提出書類

・完成届（２部）

・完成写真（支払用 サービス版１部）
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引渡し時の

提出書類等

原則として次によるが、提出書類、部数等の詳細は特記仕様書及び発注者との協議

による。

・引渡書

・工事関係書類（１式）

・工事写真帳

・完成写真

・完成図（Ａ３サイズ図面、二つ折製本とする。）

・施工図（Ａ３サイズ図面、二つ折製本とする。）

・保証書（１部）

・保証書の写し（１部）

・各種検査合格証（１部）

・各種試験成績表（１部）

・その他説明書（保守・使用に関する指導案内書等）（２部）

・鍵類（明細一覧表共）（３本/組）

・予備品（１式）

・連絡表等、その他保守・使用に関して必要なもの

・ＤＶＤ－Ｒ（２部）（上記データを保存したもの）

契約不適合

責 任 期 間

・設備機器本体等※ 引き渡し後１年間

・その他の工事目的物 引き渡し後２年間

※ 設備機器本体等とは、電気、機械設備、昇降機工事等で設置された機器・材料をいう。

※ その他の工事目的物とは、電気、機械設備、昇降機工事等以外の営繕工事で設置され

た建築物・工作物をいう。

※ 建築工事に包含される電気、機械設備、昇降機工事等の契約不適合責任期間は、引き

渡し後 1 年間とする。

材料及び製

造所等の報

告を求める

もの

・監督員が指示するもの
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特に注意す

る安全対策

・診療業務を継続しながらの工事施工となるため、監督員及び委託監督員（以下「監督員等」

という。）と十分に協議を行い、施工計画を立てること。

・工事車両の出入り（経路を含む。）については、施設利用者や一般交通、歩行者等の支障

とならないよう配慮し、安全対策に万全を期すこと。また、敷地内通路や周辺道路等を汚損

することがないようにすること。

・病院敷地周辺道路を工事車両が通行する場合は、法定制限速度 30km/h 以下を遵守するこ

と。また、重量車両については、これに関わらず 20km/h 以下で運転し、周辺住宅への振動防

止に努めること。

・建物内外を問わず、交通誘導警備員を適切に配置し、病院職員及び患者の安全対策を徹底

すること。

・アスペルギルス対策（レベルⅠを想定している。）については入念に対応するも

のとし、適宜病院管理者と打合せを行う

こと。（参考資料「院内での工事に伴うアスペルギルス対策」を参照。）

・現場作業は、原則として平日夜間及び土日祝日とする。

但し、平日の日中についても手術等がない場合は施工が可能なこともあるので、

監督員等と工程調整を密に行うこと。

また、上記作業時間中に緊急手術等の実施がある場合は、そちらを優先すること。

なお、工事内容、工程等の理由から、これにより難しい場合は、発注者等及び病

院管理者と協議し了解を得ること。

・関連工事等の受注者との調整を密に行い、工事及び品質に支障が生じないようにすること。

・工事による振動、騒音、粉塵、臭気等の発生抑制に努めること。

また、工事において医療業務に支障のある振動、騒音、粉塵、臭気等を発生させる工程が

ある場合は、監督員等と事前協議を行い、施工の２週間前までに当該工事説明資料を添付し、

「騒音・振動等作業申請書」を発注者に２部提出すること。

・作業時間は原則として、午前８時 30 分から午後５時までとし、厳守すること。

なお、工事内容、工程等の理由から困難な場合は、発注者と協議し了解を得ること。

・本工事において発生する産業廃棄物については、分別収集、リサイクル、再利用、再使用、

工場での製品加工、梱包材や養生材の簡素化等による廃棄物減量化に配慮すること。

・各種法令を遵守すること。

・資材等の保管には、十分注意すること。

・作業員の喫煙は、現場事務所内の喫煙室にて行うものとし、病院敷地内及び病院周辺道路

での喫煙は不可とする。

・現場の内外を問わず、工事関係者によるタバコの吸殻、空き缶等の投げ捨てや放置は厳に

慎むこと。

・本工事とは無関係であっても、清掃等により現場周辺の美化に努めること。

・改修等工事の着手に当たり、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき関係機関に報

告が必要である。

今回の工事において解体・撤去となる各種ボード等については、石綿含有調査（定性分析）

調査を実施し、上記報告に反映するほか、関係法令に則り適切な処理を行うこと。

・工事資材の搬入等に伴い、建物内を通過する場合は診療時間外とし、施設を汚損すること

の無いよう十分に養生すること。

・照明撤去や天井の解体及び復旧の施工について、関連工事と十分協議し、作業箇所の調整
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及び施工区分の確認をした上で監督員の承諾を得てから作業を行うこと。

・照明設備の撤去に伴い発生する廃棄物について、蛍光灯安定器等の再利用可能なものは、

監督員の指示に従って取り外し、別途指定する場所へ保管すること。

・工事に伴い停電が必要となる場合は、事前に監督員と十分協議して病院運営に与える影響

を最小限となるよう検討し、病院の承諾を得てから施工すること。

その他の

事項

１ 監督員事務所 不要 、 監理事務所 不要

２ 受注者の現場事務所及び駐車場は、敷地北側の職員駐車場の一部を想定してい

る。

使用範囲及び時期等について病院担当者と協議すること。

３ 工事期間中の工事に係る電気料金及び水道料金は、受注者の負担とする。

４ 設計書において、設計書の直接仮設工事に計上されている事項は任意仮設と

し、共通仮設費に計上されている事項は指定仮設とする。

なお、受注者の都合により、仮設の追加等を行う場合は、受注者の負担とする。

５ 創意工夫の現場適用に積極的に取り組むこと。

（なお、この場合は契約変更の対象とはしないものとする。）

６ 官公庁申請資料等については、適切に作成するほか、提出に先立ち、発注者等

の確認を受けること。

７ 工事の時期及び方法等について総合調整が必要な場合には、関係者と協力して

適切に行うこと。

８ 受注者には設計 CAD データを貸与する。

９ 受注者は、第３者の現場視察に協力すること。

10 上記のほか円滑な病院運営等のため、受注者は、発注者からの軽微な要望等に

ついて協力すること。
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参考資料
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